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飲酒運転は犯罪です！

お酒の量ではなく、『お酒を飲んだこと』が事故の原因になります

【酒酔い運転】
違反点数：35点 免許取消し（欠格期間３年）
罰則：5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

【酒気帯び運転】
呼気中アルコール濃度
●0.25ｍｇ/L以上
違反点数：25点 免許取消し（欠格期間2年）
●0.15ｍｇ/L以上
違反点数：13点 免許停止90日

罰則：3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

で ものは…

「 」
免許取消し等の行政処分

『 』家族も辛い思いを…

「 」死亡事故に直結
「 」職場を解雇

「 」仕事でも近所でも信用を失う

「 」罰金や事故の相手方に対する補償など

〇車両提供の禁止
飲酒運転をするおそれのある人に車両を提供することを禁止

〇飲酒運転車両へ同乗の禁止
運転者が酒気を帯びていることを知りながら、同乗することを禁止

〇酒類提供の禁止
飲酒運転をするおそれのある人に酒類を提供することを禁止

お酒を飲んだら

『運転しない』
運転する人には

『お酒を飲ませない』
お酒を飲んだ人には

『運転させない』

自転車も飲酒運転禁止！


